
ｄ．動産（民法（明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。）に定めるも

のをいい、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。）

ｅ．特定出資（資産流動化法に定めるものをいいます。）

ｆ．民法上の組合の出資持分（不動産等及び不動産対応証券の保有、賃貸、運営、管理等を目的としたもの

に限り、有価証券に該当するものを除きます。）

ｇ．各種損害保険契約

ｈ．地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。）に基づく算

定割当量その他、これに類似するもの、又は排出権（温室効果ガスに関する排出権を含みます。）

ｉ．地役権

ｊ．不動産等及び不動産対応証券への投資に付随して取得する上記ａ．乃至ｉ．以外の権利

ｋ．信用金庫法（昭和26年法律第238号、その後の改正を含みます。）に定める出資

ｌ．中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号、その後の改正を含みます。）に定める出資

（エ）本投資法人は、上記（ア）乃至（ウ）に定める資産の他、本投資法人が運用のために保有する資産以外

の資産のうち、本投資法人の商号に係る商標権その他組織運営に伴い保有するものについては、上記

（ア）乃至（ウ）にかかわらずこれを取得することができるものとします。

②　投資基準及び地域別、用途別等による投資割合

　前記「（１） 投資方針／③　ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。

（３）【分配方針】

①　分配方針

　本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、一般社

団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従うものとします（規約第

35条第１項）。

（ア）本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額（以下「分配可能金額」といいます。）

は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して決算期毎に算出される利益の金

額をいいます。

（イ）分配金額は、租税特別措置法第67条の15第１項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90

に相当する金額を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします（但し、分配可能金

額を上限とします。）。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕

積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分

配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。

（ウ）分配金に充当せず留保した利益又は決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基

本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとします。

②　利益を超えた金銭の分配

　本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投

資法人が適切と判断する場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、前記

「①　分配方針／（イ）」で定める分配金額に一般社団法人投資信託協会の規則において定める金額を加算した

額を、分配可能金額を超えて分配することができます（規約第35条第２項）。
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③　分配金の分配方法

　分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から３ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名

簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配します（規約第35条

第３項）。

④　分配金の除斥期間等

　分配金は、その支払開始の日から満３年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとしま

す。なお、未払分配金には利息は付さないものとします（規約第35条第４項）。
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